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緊
急
に
議
会
の
議
決
を
必
要
と

す
る
案
件
が
生
じ
た
た
め
、
十
一

月
二
十
六
日
に
十
一
月
臨
時
会
が

開
か
れ
、
鎌
倉
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
議
案

等
四
議
案
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

ま
し
た
。
審
議
の
結
果
、
総
員
の

賛
成
に
よ
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
主
な
議
案
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

【
条
例
の
一
部
改
正
議
案
】

◎
鎌
倉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例

　

人
事
院
勧
告
及
び
近
隣
他
市
の

職
員
の
給
与
を
考
慮
し
、
本
市
職

員
に
つ
い
て
、
給
料
で
〇
・
一
八

％
の
引
き
下
げ
改
定
を
行
い
、
期

末
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
一

般
職
の
支
給
割
合
を
年
間
で
〇
・

三
五
月
引
き
下
げ
、
合
計
四
・
一

五
月
と
す
る
も
の
で
す
。

◎
鎌
倉
市
常
勤
特
別
職
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例

◎
鎌
倉
市
教
育
長
の
給
与
、
勤
務

時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
条
例

　

平
成
二
十
一
年
度
の
給
与
改
定

に
お
い
て
、
職
員
の
期
末
・
勤
勉

手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
下
げ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
市
長
及
び
副
市

長
並
び
に
教
育
長
の
期
末
手
当
の

支
給
割
合
を
職
員
に
あ
わ
せ
て
年

間
四
・
五
月
か
ら
年
間
四
・
一
五

月
と
す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
当

分
の
間
、
本
則
に
定
め
る
期
末
手

当
の
支
給
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、

年
間
の
支
給
割
合
を
三
・
二
五
月

と
し
て
い
ま
す
が
、
職
員
の
引
き

下
げ
割
合
を
踏
ま
え
、
十
二
月
期

の
支
給
割
合
を
〇
・
一
五
月
引
き

下
げ
、
年
間
三
・
一
月
と
す
る
ほ

か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る

も
の
で
す
。

　
今
定
例
会
で
可
決
し
た
議
案
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

鎌
倉
市
川
喜
多
映
画
記
念
館
の

指
定
管
理
者
を
川
喜
多
・
イ
オ
ン

デ
ィ
ラ
イ
ト
グ
ル
ー
プ
共
同
事
業

体
代
表
者
財
団
法
人
川
喜
多
記
念

映
画
文
化
財
団
に
指
定
。

　

指
定
期
間
は
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

◎
鎌
倉
市
常
勤
特
別
職
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正　

　

鎌
倉
市
常
勤
特
別
職
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
お
い

て
、
市
長
に
対
し
て
は
、
給
料
、

地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手

当
及
び
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
手
当
の

特
例
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
十

一
月
一
日
に
市
長
で
あ
っ
た
者
に

は
、
退
職
手
当
を
支
給
し
な
い
こ

と
と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
本
件
は
行
政
改
革

を
進
め
る
上
で
市
長
の
政
治
姿
勢

の
一
つ
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
今
後
の
動
向
を
見
守
り

た
い
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た

が
、
採
決
の
結
果
、
総
員
の
賛
成

で
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

◎
補
正
予
算

　

職
員
の
給
与
改
定
に
伴
う
減
額

等
を
は
じ
め
と
す
る
補
正
予
算
議

案
で
、
審
議
の
結
果
、
各
議
案
と

も
総
員
の
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

◆
一
般
会
計

　

歳
入
歳
出
い
ず
れ
も
五
億
四
千

七
百
十
万
円
を
追
加
す
る
も
の

で
、
補
正
後
の
総
額
は
五
百
七
十

八
億
八
千
六
百
十
万
円
と
な
り
ま

す
。

総�

務
費
…
国
庫
支
出
金
返
還
金
等

の
経
費

民�

生
費
…
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
扶
助
費
及
び
子
育
て
応

援
特
別
手
当
支
給
の
経
費

衛�

生
費
…
日
本
脳
炎
及
び
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
経

費
商�

工
費
…
信
用
保
証
料
助
成
事
業

補
助
金
な
ど
の
経
費

土�

木
費
…
鎌
倉
中
央
公
園
拡
大
区

域
（
台
峯
）
及
び
鎌
倉
広
町
緑

地
用
地
を
購
入
す
る
た
め
の
公

有
財
産
購
入
費
並
び
に
鎌
倉
海

浜
公
園
稲
村
ガ
崎
地
区
園
路
崩

壊
復
旧
工
事
な
ど
の
経
費

教�

育
費
…
遺
跡
発
掘
調
査
及
び
鎌

倉
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
維
持

修
繕
等
の
経
費

　

ま
た
、
歳
入
の
内
容
は
、
前
年

度
繰
越
金
及
び
市
債
を
追
加
す
る

と
と
も
に
、
国
庫
支
出
金
を
減
額

す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
由
比
ガ
浜

海
岸
中
央
公
衆
ト
イ
レ
建
替
事
業

に
係
る
繰
越
明
許
費
の
追
加
及
び

川
喜
多
映
画
記
念
館
管
理
運
営
事

業
、
障
害
児
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

管
理
運
営
事
業
、
腰
越
保
育
園
給

食
調
理
委
託
事
業
、
名
越
・
今
泉

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
収
集
運
搬
一

部
委
託
事
業
、
大
船
駅
西
口
公
共

広
場
内
建
築
工
事
監
理
業
務
委
託

事
業
及
び（
仮
称
）山
ノ
内
東
瓜
ヶ

谷
緑
地
土
地
買
収
に
係
る
債
務
負

担
行
為
の
追
加
で
す
。

　

特
別
会
計
の
補
正
後
の
総
額
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◆
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

八
十
八
億
三
千
三
百
九
十
万
円

◆
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

　

百
六
十
二
億
五
百
万
円

◆
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

　

百
十
三
億
三
千
五
百
八
十
万
円

◆�

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計

　

四
十
二
億
三
千
四
百
二
十
万
円

◎
副
市
長
の
選
任

　

今
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
鎌
倉

市
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て
の
人

事
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ
り

同
意
し
ま
し
た
。

　

選
任
さ
れ
た
方
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

兵
藤
　
芳
朗
氏
（
高
野
在
住
）

　

兵
藤
氏
は
、
企
画
部
政
策
調
整

課
長
、
企
画
部
企
画
財
政
課
長
、

企
画
部
次
長
、
企
画
部
長
、
総
務

部
長
な
ど
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。

　

任
期
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二

月
三
日
か
ら
四
年
間
で
す
。

◎
人
事
案
件

　

市
長
か
ら
鎌
倉
市
固
定
資
産
評

価
員
及
び
鎌
倉
市
監
査
委
員
の
選

任
に
つ
い
て
の
議
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

議
会
で
は
次
の
方
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

【
鎌
倉
市
固
定
資
産
評
価
員
】

小
村
　
亮
一
氏
（
岩
瀬
在
住
）

　

任
期
は
、
委
嘱
さ
れ
た
十
二
月

十
八
日
か
ら
三
年
間
で
す
。

【
鎌
倉
市
監
査
委
員
】

井
上
　
基
氏
（
由
比
ガ
浜
在
住
）

　

任
期
は
、
委
嘱
さ
れ
た
十
二
月

十
八
日
か
ら
四
年
間
で
す
。

議決された
主な議案
議決された
主な議案

1 1
月
臨
時
会
開
催

　
十
二
月
定
例
会
会
期
中
の
十

二
月
十
四
日
、
建
設
常
任
委
員

会
終
了
後
に
議
会
全
員
協
議
会

を
開
催
し
、
理
事
者
か
ら
次
の

報
告
を
受
け
、
質
疑
応
答
が
あ

り
ま
し
た
。
報
告
の
概
要
は
次

の
と
お
り
。

　

本
訴
訟
は
、
岡
本
二
丁
目
マ

ン
シ
ョ
ン
計
画
に
係
る
開
発
行

為
に
つ
い
て
市
が
行
っ
た
許
可

処
分
に
対
し
て
、
神
奈
川
県
開

発
審
査
会
が
な
し
た
許
可
処
分

取
り
消
し
の
裁
決
を
取
り
消
す

こ
と
を
求
め
、
原
告
で
あ
る
小

松
原
建
設
株
式
会
社
が
横
浜
地

方
裁
判
所
に
行
っ
た
も
の
で
、

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

に
判
決
の
言
い
渡
し
が
あ
り
、

そ
の
内
容
は
原
告
の
請
求
を
棄

却
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

市
は
、
今
回
の
判
決
で
補
助

参
加
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
原

告
が
控
訴
し
た
た
め
、
一
審
に

引
き
続
き
原
告
控
訴
人
の
補
助

参
加
人
と
し
て
訴
訟
に
参
加
す

る
こ
と
を
九
月
十
一
日
、
議
会

に
報
告
し
た
が
、
松
尾
市
長
か

ら
、
で
き
る
限
り
早
く
こ
の
問

題
解
決
を
図
り
た
い
こ
と
か

ら
、
こ
の
訴
訟
の
場
か
ら
身
を

引
く
決
意
を
固
め
た
た
め
、
東

京
高
等
裁
判
所
で
の
口
頭
弁
論

よ
り
も
前
に
必
要
な
手
続
を
行

う
よ
う
指
示
が
さ
れ
た
。

　

本
日
、
原
告
控
訴
人
の
補
助

参
加
の
取
り
下
げ
に
つ
い
て
必

要
な
対
応
を
行
う
た
め
の
決
裁

を
行
い
、
十
五
日
午
前
中
ま
で

に
は
、
補
助
参
加
申
し
出
の
取

下
書
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
提

出
し
た
い
。

岡
本
二
丁
目
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
に

お
け
る
補
助
参
加
に
つ
い
て

全
員
協
議
会

本会議場傍聴席のバリアフリー工事が11月
末で完了しました。前列の一部座席を取り
外し可能とすることで、車椅子でも傍聴が
できるようになりました。車椅子用階段昇
降機も導入しましたので、ぜひ傍聴にお越
しください。

▲本会議場傍聴席。写真手前
が可動座席部分。奥にあるの
が車椅子用階段昇降機

本会議場傍聴席バリアフリー工事完了！ ◆議会を傍聴してみませんか？
本会議・各委員会はどなたでも傍聴が可能です。（定員があるため先着順です）
本会議の傍聴方法／��本会議当日に、市役所議会棟入口にある守衛室で傍聴券

を受け取ってください。
各委員会の傍聴方法�／委員会当日に、市役所２階の議会事務局で傍聴申し込

みをしてください。当日の審査内容・順番は、委員会の
冒頭で確認された後、議会事務局前に掲示されます。

　
残
寒
厳
し
き
折
、
皆
さ
ま
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　
春
の
市
議
会
議
員
選
挙
、
夏
の

衆
議
院
議
員
選
挙
に
続
き
、
十
月

二
十
五
日
に
鎌
倉
市
長
選
挙
が
行

わ
れ
鎌
倉
市
制
最
年
少
三
十
六
歳

の
松
尾
崇
市
長
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
市
議
会
で
は
十
一
月
に
臨
時
会

が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
の
十
二
月

定
例
会
で
は
、
松
尾
新
市
長
の
所

信
表
明
が
あ
り
、
定
員
九
十
名
の

傍
聴
席
に
傍
聴
者
が
入
り
き
れ
な

い
ほ
ど
の
市
民
の
方
に
お
越
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。
松
尾
市
長
初
議

会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
二
十
一

名
の
議
員
が
一
般
質
問
に
立
ち
、

活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
中
身

に
関
す
る
質
問
が
多
く
、
今
回
は

そ
の
中
か
ら
特
に
、
大
き
く
方
針

転
換
が
図
ら
れ
る
内
容
を
中
心
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
新
市
長
に
な
り
皆
さ
ま
の
関
心

も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
わ

か
り
や
す
い
紙
面
に
な
る
よ
う

に
、
今
後
も
つ
と
め
て
ま
い
り
ま

す
。

（
長
嶋
　
竜
弘
）

議
会
広
報
委
員
会

　
委
員
長
　
高
野
　
洋
一

　
副
委
員
長
　
石
川
　
敦
子

　
委
　
　
員
　
長
嶋
　
竜
弘

　
委
　
　
員
　
西
岡
　
幸
子

　
委
　
　
員
　
飯
野
　
眞
毅

　
委
　
　
員
　
池
田
　
　
実

　
委
　
　
員
　
中
村
聡
一
郎

編
集
後
記

鎌倉市議会か ら の お 知 ら せ
◆かまくら議会だより　音声版・点訳版のご案内
　�「かまくら議会だより」は、鎌倉朗読・録音奉仕会と鎌倉市点訳赤十字奉仕団
のご協力により、音声版（収録テープ）と点訳版を作成しています。ご希望
の方は議会事務局�議事調査担当までお問い合わせください。

◆請願・陳情の出し方
　�市民の皆さんの意見・要望を、市議会を通して行政に反映させる制度とし
て請願と陳情があります。提出に当たっては、所定の様式があるため、事
前に議会事務局議事調査担当までお問い合わせください。

鎌倉市議会事務局
議事調査担当

電　話：0467-23-3000�内線2448
ＦＡＸ：0467-23-5825
メール：�gikai02@city.kamakura.

kanagawa.jp

請願と陳情の違い…請願は１人以上の紹介
議員の署名が必要ですが、陳情は不要です。
提出の締め切り…提出はいつでも可能です
が、定例会初日の前日までに提出された場
合はその定例会で審査、期限を過ぎての提
出の場合は次回定例会での審査となります。

川喜多映画記念館　西側外観


